
解体業者から

3,074,358

※１．認定全部利用者 ・・・ 主務大臣の全部再資源化認定（法第３１条認定）を受け、電炉・転炉に解体自動車（廃車ガラ）を鉄鋼の原料として投入し
リサイクルする業者。

※２．非認定全部利用者 ・・・ 解体自動車（廃車ガラ）を電炉・転炉に投入したり、輸出を行う業者。
※３．解体工程内引取 ・・・ 有用な部品、材料等の再資源化を推進するため、解体業者が他の解体業者へ引き渡すことがある。

引渡が発生する理由
※４．破砕工程内引取 ・・・ 破砕前処理工程のみを行う破砕業者（プレス・せん断処理業者）は、解体自動車を他の破砕業者（シュレッダー業者）へ

引渡が発生する理由 引き渡すことがある。
※５．工程内引渡と引取 ・・・ 引渡報告があった後の引取報告について、遅延報告までの期間については解体自動車等の収集運搬等に

の数字が乖離する理由 必要な期間として一定期間認められている。そのため、引渡報告があっても引取報告をしていない場合がある。

引取業者

自
動
車
所
有
者

自動車所有者から

3,156,459

フロン類
回収業者へ

2,775,652

引取業者から

389,198
解体業者へ

388,754

解体業者へ

2,773,099

破砕業者へ

3,076,718

≪ＡＳＲの引取≫
破砕業者から

2,889,237

工程内
解体業者へ引渡

136,914

解体業者から引取

136,453

工程内
破砕業者へ引渡

2,463,145

破砕業者から引取

2,457,437

フロン類回収業者から

2,780,536

認定全部利用者へ

189,291

非認定
全部利用者へ

18,338

≪エアバッグ類の引取≫
解体業者から

2,354,249

認定全部利用者へ

0

非認定全部利用者へ

83,641

≪フロン類の引取≫
フロン回収業者から

2,741,493

≪エアバッグ類の引渡≫
指定引取場所へ

作動 1,916,637
作動＆回収 98,916
回収 356,102

≪フロン類の引渡≫
指定引取場所へ

2,791,926

≪ASRの引渡≫
指定引取場所へ

2,932,424

＜使用済自動車の引取＞

＜使用済自動車の引渡＞

引取業者から

2,774,004

＜使用済自動車の引取＞

＜解体自動車の引渡＞

フロン類 エアバッグ類 ASR

使用済自動車

解体自動車（廃車ガラ）
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車
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済
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動
車
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体
自
動
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（
廃
車
ガ
ラ
）※3,5
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非認定全部
利用者

認定全部
利用者 ※１ ※２

解
体
自
動
車

（
廃
車
ガ
ラ
）

＜使用済自動車の引取＞

＜使用済自動車の引渡＞

＜解体自動車の引取＞

＜解体自動車の引渡＞

使用済自動車 ,解体自動車

認定全部利用者へ

非認定全部利用者へ

物品の流れ

（単位：件）

使
用
済
自
動
車

自動車メーカー・輸入業者（指定引取場所）

フロン類
回収業者

解体業者 破砕業者

移動報告状況（2015年4月～2016年3月）
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